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④市民活動団体の専門性が発揮できる取り組み

内　容

例えば ■障がい者支援、ＤＶ被害者支援、子どもの虐待防止、起業家教育

　特定の分野で継続的に活動している市民活動団体は、実践的な知識や多様なネット
ワークを持っていることが多く、企画立案段階から一緒に関わることで、より効果的
な取り組みの展開が期待できます。

　市民ニーズの多様化により、その課題解決に必要な様々な専門性も次第に高く求め
られるようになってきました。特に、複数の要因が複雑に重なることの多い人権に関
わる課題については、単独主体による解決方法にこだわっていては、事態をさらに悪
化させることにもつながりかねません。ですから常に効果的な課題解決を念頭におき、
他組織との協働を視野に入れておくことが重要です。
　専門性は、もちろん行政や事業者（企業等）も持っていますが、人事異動などによ
る人の動きが避けられない要因もあるため、継続的に専門性を蓄積しにくい環境があ
ることも事実です。よって安定した専門性の確保を市民活動団体との協働に求め、継
続的で総合的な対応を提供していくことも一つの方法です。

⑤行政・事業者（企業等）に先駆けて行われている取り組み

内　容

例えば ■ＤＶ被害者支援、児童虐待防止、高齢者支援、不登校児支援、ホームレス支援

　行政・事業者（企業等）も取り組むべき課題について、市民活動団体が先駆けて取
り組んでいる場合があります。行政・事業者（企業等）が新しく取り組みに着手する
場合は、先駆性を持つ市民活動団体に蓄積されたノウハウを活かすことで効果的な取
り組みが可能となります。

　行政のように法の下の公正性や平等性が求められるのとは違って、市民活動は自由
な発想と機動性そして当事者性によって迅速かつ先駆的に行動を起こすことができま
す。ＤＶ被害を受けた女性をシェルターで保護する活動やホームレスの人たちへの就
労あるいは福祉相談の支援はそのような活動の特徴的な事例です。問題が社会的課題
として顕在化してくると、これまでの市民活動の成果やしくみを基に行政の施策とし
て課題解決が図られるようになったり、制度化されたりすることも少なくありません。
また、本業を活かした社会貢献活動を模索している事業者（企業等）も増えてきてい
ますので、そのような場合には、先駆的に取り組んでいる市民活動団体のノウハウが
大変貴重な資源となります。

　　市民が目指すこと（⇒P44）
・地域のニーズや課題を知り、すでに取り組んでいる人や団体を探しましょう。
・自分でできることを考え、周囲の人と共に取り組んだり、提供されて
いる「参加」の機会を積極的に活用しましょう。

　　市民活動団体が目指すこと（⇒P45）
・自分たちが主体となった活動をしっかり行うことを基本に、課題解決
への熱意と専門性・実施能力を高めましょう。

・多くの市民が参加できる工夫や他組織との積極的な協働を図りましょう。
　　事業者（企業等）が目指すこと（⇒P46）
・協働の視点をもった社会貢献活動を行いましょう。
・相手方の自立を促すとともに、対等な関係性をつくる対話の機会を持
ちましょう。

　　行政が目指すこと（⇒P47）
・個人レベルからでも行動し、積極的に対話の機会を増やしましょう。
・これまでに培った資源を有効利用し、コーディネートしてみましょう。

　　指針に求められること（⇒P48）
・協働の様々な局面で、進め方や考え方の拠り所としてしっかり活用し
ましょう。
・今後の社会情勢や経済情勢の変化などを踏まえて、指針の内容の見直
しが必要となった場合は、状況の変化に応じて対応していきます。

◎課題を共有し、相互理解のもとで、「参加」や「協働」を進めよう
　「参加」と「協働」の取り組みにより、安心して暮らしつづけること
ができる地域社会を実現しましょう。
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　これからの人口減少社会を見据え、様々な地域課題を解決していくために、社会を支え
る市民、市民活動団体、事業者（企業等）、議会、行政をはじめとする様々な主体は、何
を目指して行動していけばよいのでしょうか。
　行動するにあたり、すべての主体が行っておくべきことは、「参加」や「協働」につい
て正確に理解することです。さらに、各主体同士が、相互理解を図るために日常的なコ
ミュニケーションの機会を持ち、対等な関係づくりに努めることも重要となります。この
ような関係をつくることが、「参加」や「協働」による課題解決をより効果的なものに導
いていくことにつながります。
　佐賀市には、脊振山系の山々、佐賀平野、有明海などの豊かな自然環境と先人達が作っ
てきた歴史や文化があります。これらを受け継ぎながら、子どもから高齢者まで、誰もが
安心して暮らし続けることができる地域社会を実現するために、「参加」や「協働」によ
る課題解決の取り組みをしっかりと進めることが重要です。
　まずは、この指針を活用して取り組みましょう。

　まちづくりの基本は、市民の参加による取り組みです。一人ひとりの活動量は小さくて
も、取り組む人が増えれば増えるほど、まちは元気になっていきます。まずは次のような
ことに留意して、身近なことからでも取り組みを始めてみましょう。
　
①地域にはどんな課題があるのかを知りましょう
　地域にある課題やニーズを生活の中で実感でき、しっかり把握できるのは、地域にいる
市民一人ひとりです。
　
②どのような人たちが課題の解決に取り組んでいるのかを知りましょう
　その課題にすでに取り組んでいる人や団体がいるかもしれません。そのことを知ってい
るかどうかでその後の動きが大きく変わります。身近な範囲からでも積極的に探してみま
しょう。
　
③課題解決に向けて、自分でできること、他の人や団体とできることを考えましょう
　市民個人が解決できるのかどうか、その可能性を考えてみましょう。もし、解決できる
ことがあれば、小さなことからでも取り組んでみることが大切です。そして、一人だけの
力では解決が難しいことであれば、同じような思いや問題意識を持っている身近な人や団
体に思い切って声をかけてみましょう。そのような人や団体とつながることができれば、
解決に向けた取り組みが大きく動くことも少なくありません。その際は、お互いの立場や
意見を尊重することを忘れないようにしましょう。
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④地域課題に取り組む行政が設ける参加の仕組みを積極的に活用しましょう
　市民が、同じ思いを持つ市民や同じ課題に向けて活動している団体とつながることので
きる機会や場を、行政や市民活動団体、事業者（企業等）などが提供している場合もあり
ます。このような情報をしっかりと把握し、まちづくりに積極的に「参加」していくこと
が、市民のみなさんに求められています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　市民活動団体は、地域の課題解決の中核的な主体として期待されています。もちろん市
民個人の活動がその基盤となることは言うまでもありませんが、活動を継続的に安定的に
維持していくためには、組織活動として行うことが欠かせません。
　元気なまちづくりを目指すには、まず課題に取り組む組織そのものが元気であることが
必要です。そこで、次のようなことに留意しながら取り組みを進めていきましょう。

①自分たちが主体となった活動をしっかり行いましょう
　自分たちの団体が目標としている社会的使命を常に確認しながら、団体単独の活動を展
開していくことが基本です。また、その活動の成果を伝えながら周囲の理解を得ることも
大切なことです。このような組織の自立（自律）した活動があってこそ、他の主体との
「協働」の関係が成り立つといえます。このような活動のあり方ではなく、だた単に「協
働」することだけが目的となっていては、受益者を見据え、課題の解決を図っていくとい
う社会的な主体にはなりにくいことを十分に理解しておきましょう。
　
②「熱意」と「チカラ」を高めましょう
　「熱意（意欲）」と「チカラ（専門性・実施能力）」は、市民活動団体が自らの活動を進
める上での、いわば生命線であるともいえます。事業者（企業等）や行政などの他の組織
との「協働」の取り組みにおいては、お互いが持っている資源を持ち寄り、補い合うこと
が必要となります。そして協働の相手となる事業者（企業等）や行政は、市民活動団体が
何よりも課題の解決に取り組みたいという「熱意（意欲）」と、その課題解決に必要な
「チカラ（専門性・実施能力）」を持って活動をしていることに大きな期待を寄せている
のです。この｢熱意｣と「チカラ」は、協働するしないに関わらず、自己の活動においても
大切なポイントとなりますので、日頃からそれらを高めて充実することで組織の自立（自
律）性を確保できるよう努めていきましょう。

③参加の機会をつくりましょう
　「協働」による課題解決の効果を更に高めるためには、必要に応じて、その活動に市民
が参加できるような工夫をすることが大切です。関心を持つ多くの市民が参加することに
より、活動の質や量が充実するとともに市民同士の横のつながりが飛躍的に増えていきま
すし、なにより市民の意識を変えていく絶好の機会になります。
　また、それをきっかけに、参加した市民がその活動に対する共感を覚え、会員やボラン
ティアといった形で継続的に関わったり支えたりしてくれることもあり、団体にとってか
けがえの無い存在になることにもつながります。
　こうした人のつながりの裾野をひろげておくことにより、他の組織との「協働」による
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取り組みの必要性が生じた場合にも、しっかりと対応しうる力量の備えとなるのです。
　
④他の組織との「協働」の機会を積極的に考えましょう
　「協働」の相手はなにも事業者（企業等）や行政だけとは限りません。市民活動団体の
中にも地縁型組織やテーマ型組織をはじめとする、成り立ちや活動の基盤・視点が様々に
異なる組織は数多く存在しますので、このような相手との「協働」も十分に考えておきま
しょう。
　地域で活動をしている様々な団体同士が情報交換をしながら、お互いに活動機能を補完
しあったり、高めあえるような関係を作っていくことは、課題解決に向けた大きな原動力
となります。

　社会におけるサービスは、行政のみならず事業者（企業等）もその多くを担っていま
す。また、事業者（企業等）においては、企業を取り巻く社会環境の変化の中で、本来の
企業活動のほかに、企業の社会的な責任（CSR）を果たすことで企業価値を高めるという
ことも定着してきています。
　このようなことから、事業者（企業等）は、地域社会の一員としての自覚のもと、その
社会が抱える課題の解決に向けた、社会貢献活動に取り組むことが求められています。
　そこで、次のようなことに留意しながら「参加」や「協働」による取り組みを進めてい
きましょう。

①社会貢献活動にも「協働」の視点を取り入れましょう
　事業者（企業等）には、長年にわたり蓄積してきた人材、技術、情報、ノウハウなどの
資源があります。それでも、事業者（企業等）単独ではこの複雑化・多様化している社会
の課題を解決することは困難になってきています。このことは、事業者（企業等）に限ら
ず、社会を支えている市民活動団体や行政といった他の組織においても同じような状況な
のです。だからこそ、課題解決の速度と効果を高めるためには、市民活動団体や行政をは
じめとした他の主体との「協働」の視点が欠かせないのです。

②協働の相手に対等の関係性を意識しましょう
　事業者（企業等）と市民活動団体との「協働」の関係においては、事業者（企業等）が
市民活動団体を、資金・人材・資材の提供によって支援するイメージを持つ人も少なくあ
りません。確かにテーマや場面によっては、そのような支援が課題解決につながる場合が
ありますので、双方の理解のもとに行われるのであればよいのですが、あまりにも支援だ
けに偏った関係は市民活動団体の自立（自律）性を損なっていく可能性もあります。
　そこで、取り組んでいく課題やテーマに照らし合わせ、「支援」あるいは「協働」のい
ずれが最適な手段なのかを考えていくことも大切です。「協働」による取り組みが必要と
なった場合は、お互いが不足している資源の持ち寄りと補い合いが大切なポイントとなっ
てきますから、取り組みの過程においては、対話の機会を多く持つとともに対等な関係性
をつくることを重視しましょう。
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③「１対１」から「１対多」や「多対多」の協働を進めましょう
　「協働」で取り組む課題が大きければ大きいほどまた複雑であれば複雑であるほど、そ
の解決には様々な資源を必要とします。したがって、取り組む際には、多くの人や組織へ
の参加の機会を創出することや、協働の相手を狭く捉えずに、解決に必要な相手をより多
くより広く巻き込んでいくことを意識しましょう。

　佐賀市が目指す“安心して暮らし続けることができる地域社会”を実現するためには、
「参加」や「協働」による取り組みを確実に市政運営に取り入れることが重要であり、そ
の実現のために必要な環境整備を行うことが求められています。あわせて、行政に携わる
職員には、職務を遂行するために必要な能力や資質の向上が求められています。
　そこで、次のようなことに留意しながら「参加」や「協働」による取り組みを進めてい
く必要があります。

①「まず職員発で！」の姿勢が基本です
　行政にとっての「参加」や「協働」は原則として組織活動により行われます。しかし、
その組織を構成しているのは職員であることを考えれば、まずはその職員一人ひとりが
「参加」や「協働」を理解し、取り組んでいく姿勢が求められています。
　
②対話の機会を増やしましょう
　「情報がない」「相手のことがよく分からない」など、行政職員にとっては現実的な課題
ではありますが、ただ単に不足や不安を指摘したり、感じたりしているだけではいつまで
たっても問題は解決できません。「参加」や「協働」の取り組みの可能性が少しでもある
のであれば、積極的に相手に関わり、自ら対話の機会を増やすことが必要です。情報がな
ければ捜す、相手のことが分からなければ直接あって話すなど、まずは行動を起こすこと
から始めましょう。
　
③「参加」や「協働」をコーディネートしましょう
　「参加」や「協働」の取り組みの基本は主体組織として活動をすることですが、行政職
員の取り組みとしては決してそれだけにとどまりません。
　行政にはこれまで培ってきた担当業務に関する各種情報や関連する人脈資源、あるいは
資材資源が比較的豊富にあります。その資源の有利性を「参加」や「協働」に最大限に活
かし、取り組む人たちをつないだり、事業の企画のアイデアを提案したりすることで、い
わばコーディネーターやプロデューサーの役割を担うことも可能です。
　直接の担当として関わらずとも、あるいは予算の確保ができなくとも、今ある資源を
使って「参加」や「協働」の取り組みを実現させる方法はあるのです。このためには、取
り組みの経験を蓄えていくことに加え、自分たちの持っている有効な資源の再確認をした
り、キーパーソンやヒントをつかむためのアンテナをはるなどの日頃からの努力も必要で
す。
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取り組みの必要性が生じた場合にも、しっかりと対応しうる力量の備えとなるのです。
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　事業者（企業等）と市民活動団体との「協働」の関係においては、事業者（企業等）が
市民活動団体を、資金・人材・資材の提供によって支援するイメージを持つ人も少なくあ
りません。確かにテーマや場面によっては、そのような支援が課題解決につながる場合が
ありますので、双方の理解のもとに行われるのであればよいのですが、あまりにも支援だ
けに偏った関係は市民活動団体の自立（自律）性を損なっていく可能性もあります。
　そこで、取り組んでいく課題やテーマに照らし合わせ、「支援」あるいは「協働」のい
ずれが最適な手段なのかを考えていくことも大切です。「協働」による取り組みが必要と
なった場合は、お互いが不足している資源の持ち寄りと補い合いが大切なポイントとなっ
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「参加」や「協働」による取り組みを確実に市政運営に取り入れることが重要であり、そ
の実現のために必要な環境整備を行うことが求められています。あわせて、行政に携わる
職員には、職務を遂行するために必要な能力や資質の向上が求められています。
　そこで、次のようなことに留意しながら「参加」や「協働」による取り組みを進めてい
く必要があります。

①「まず職員発で！」の姿勢が基本です
　行政にとっての「参加」や「協働」は原則として組織活動により行われます。しかし、
その組織を構成しているのは職員であることを考えれば、まずはその職員一人ひとりが
「参加」や「協働」を理解し、取り組んでいく姿勢が求められています。
　
②対話の機会を増やしましょう
　「情報がない」「相手のことがよく分からない」など、行政職員にとっては現実的な課題
ではありますが、ただ単に不足や不安を指摘したり、感じたりしているだけではいつまで
たっても問題は解決できません。「参加」や「協働」の取り組みの可能性が少しでもある
のであれば、積極的に相手に関わり、自ら対話の機会を増やすことが必要です。情報がな
ければ捜す、相手のことが分からなければ直接あって話すなど、まずは行動を起こすこと
から始めましょう。
　
③「参加」や「協働」をコーディネートしましょう
　「参加」や「協働」の取り組みの基本は主体組織として活動をすることですが、行政職
員の取り組みとしては決してそれだけにとどまりません。
　行政にはこれまで培ってきた担当業務に関する各種情報や関連する人脈資源、あるいは
資材資源が比較的豊富にあります。その資源の有利性を「参加」や「協働」に最大限に活
かし、取り組む人たちをつないだり、事業の企画のアイデアを提案したりすることで、い
わばコーディネーターやプロデューサーの役割を担うことも可能です。
　直接の担当として関わらずとも、あるいは予算の確保ができなくとも、今ある資源を
使って「参加」や「協働」の取り組みを実現させる方法はあるのです。このためには、取
り組みの経験を蓄えていくことに加え、自分たちの持っている有効な資源の再確認をした
り、キーパーソンやヒントをつかむためのアンテナをはるなどの日頃からの努力も必要で
す。
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④仕組みや制度を整えましょう
　「参加」と「協働」を進めるためには、それぞれの主体の努力も必要ですが、取り組み
やすい環境を整備することも重要です。佐賀市のまちづくりにおいて「参加」や「協働」
を基本原則として位置づけるからには、その環境整備に積極的に取り組むことは行政の役
割でもあり、責務でもあります。
　佐賀市ではこれまでにもこのような環境整備を進めてきましたが、これからは更に「参
加」と「協働」の取り組みを基にした整備を充実させていかなければなりません。

　この指針は、本市における「参加」や「協働」をすすめるために必要な考え方をまとめ
たものであり、理念だけを示すのではなく、実際の協働の現場での様々な局面において役
立つような内容として策定しています。
　そのため、この指針は「つくって終わり」というものでなく、活用されてこそ意味のあ
るものになりますので、ぜひとも大いに活用していただきたいと思います。
　また、今後、「参加」と「協働」による取り組みが進むにつれて、この指針で示した考
え方が佐賀市の現状とあわなくなることも十分に考えられます。
　そのため、今後の社会情勢や経済情勢の変化などを踏まえて、内容の見直しが必要と
なった場合は、状況の変化に応じて対応していきます。
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